
公益通報対応フロー図

通 報 者

2026.4.1

外部窓口

機構長・監事

理事 (総務担当)

担当理事

役 員 会

②通報受理の通知

③通報内容の報告

④通報の報告 ⑤通報の報告、調査指示

⑥調査開始の連絡（通報後20日以内）

⑦（必要に応じて）調査委員会設置

⑧（事実なし）調査結果報告［終了］

⑨改善策の決定

調査委員会

（事実ありの場合）

⑩改善策の通知

公益通報対応業務従事者

・原則、実名と連絡方法・連絡先
・書面、電話、電子メール、面会

◎通報

①通報

(相談)

・ 事実関係の調査
・ 法令違反の確認
・ 是正措置、再発防止措置
・ 通報者の保護

◎調査委員会

懲戒処分へ

※その他、必要に応じて追加

通 報 窓 口
（監査室長）

(回答)

⑧調査結果報告


